
消防体制の推移と現況

資料１
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消防本部数 常備化率（市町村数） 常備化率（人口） 組合市町村の割合

消防組織法を改正し、
広域化を推進

H18

消防本部数
過去最大 936

H3

平成18年比：▲83本部（▲10％）
※全728本部のうち、小規模本部が多数
○管轄人口10万人未満の本部が６割
○消防吏員50人以下の本部が１割

H30

（折線グラフ） （棒グラフ）

（１）消防の常備化の状況等

（注） 東京都特別区は1の市とみなして計上している。各年4⽉1⽇現在。以下同じ。
組合構成市町村数の割合：組合構成市町村数／全市町村数
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消防本部・署・出張所数

消防本部 消防署 出張所

ピーク比96.0%

ピーク比100%

ピーク比77.8%

Ｈ29ピーク
1,718署

Ｈ11ピーク
3,239所

Ｈ3ピーク
936本部(10月1日時点)

（注）・グラフの数値は各年4月1日

（２）市町村の消防組織の状況
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（３）地⽅公共団体の総職員数の推移
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台
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消防ポンプ自動車 救急自動車 救助工作車

Ｓ40 469台

Ｓ40 3,653台

29

Ｈ２９
７，７５７台

Ｈ２９ 最大
６，２７１台

Ｈ２９ 最大
１，２４８台

Ｈ１１ 最大
７，９８６台
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Ｓ51 191台

（４）消防⾞両等の推移



○平成６年以降、通知により広域化を推進。
○平成18年、「市町村の消防の広域化」を法律（消防組織法）に位置付け。

法改正後、これまで、⼆期10年以上にわたり広域化を推進。
○Ⅲ期⽬となる平成30年度〜平成35年度においても、引き続き広域化を推進。

経
緯

【実績】 【現状】

○法改正以降、52地域で広域化が実現※

それに伴い、消防本部数も減少。
（消防吏員50⼈以下の本部が⼤幅減）

本部規模 本部数 減少数
（H30←H18）割合 減少割合

全消防本部 728 － ▲83 ▲10%
うち 管轄⼈⼝10万⼈未満 433 ６割 ▲54 ▲11%

消防吏員100⼈以下 283 ４割 ▲85 ▲23%
消防吏員50⼈以下 73 １割 ▲46 ▲39%

【参考】大規模な広域化の例
奈良県広域消防組合（管轄人口約９１万人）→ほぼ全県１区
平成２６年４月１日に１１消防本部（３７市町村）が広域化

規模別の消防本部数及び減少数

※平成30年４⽉１⽇時点

管轄⼈⼝及び消防吏員数は平成29年消防現況調査より算出

１．消防の広域化

２．消防の連携・協⼒
○直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防⼒を確保・充実していくた
め、消防事務の性質に応じて事務の⼀部について連携・協⼒を推進することが必要。
○平成29年以降、通知により連携・協⼒を推進。

○指令の共同運⽤、消防⽤⾞両の共同整備、境界付近における消防署所の共同設置 など

消防の広域化及び消防の連携・協⼒の推進

実
績
・
現
状

経
緯

例

消防庁は、都道府県に対し、広域化推進計画の再策定を要請（H30.4.1通知）
➢ 推進計画には、広域化対象市町村及び連携・協⼒対象市町村を定めることとされている。 6


